
健康なんでも相談24
　からだと心のさまざまな相談に、医師、保健師、助産師、看護師が、24時間体制でお答えします。
☎0120-807-024
相談料・通話料無料、24時間対応、年中無休
国民健康保険税

　国保税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分をそれぞれ算定し、合計した額が年税額となります。

●74歳までの方（40歳以上65歳未満の方を除く）の年税額＝医療分＋支援分
●40歳以上65歳未満の方の年税額＝医療分+支援分＋介護分

種類 こんなとき 必要なこと・もの どんな給付か

葬祭費 死亡したとき
保険証、葬儀の喪主の方がわかる書類（会葬
礼状・葬儀場への支払の領収書等）、喪主の
口座がわかるもの

葬祭を行った方（１名）に対して３万
円が支給されます

高額療養費 同一病院の１か月の医療費が一定
額を超えたとき

病院等の領収書、世帯主の口座がわかるも
の、マイナンバーのわかるもの

所得に応じた自己負担限度額を超えた
額が高額療養費として支給されます

高額介護
合算療養費

介護保険受給者がいる世帯で、医
療費と介護サービス費の自己負担
合計額が一定額を超えたとき

世帯主の口座のわかるもの、マイナンバーの
わかるもの

一定額を超えた額が高額介護合算療養
費として支給されます

限度額適用認定証 入院するときや、高額な外来診療
を受けるとき 保険証、マイナンバーのわかるもの 所得区分に応じて、窓口での支払いが

限度額で止まります（保険適用分のみ）
特定疾病療養
受療証 認定疾病にかかる診療 医師の診断書、保険証、マイナンバーのわか

るもの
自己負担額は、所得に応じて１か月
１万円または２万円となります

医療分 支援分 介護分 年税額

所得割 所得割 所得割 前年中（１月１日～12月31日）の所得に応じて算定した額

均等割 均等割 均等割 加入者の人数に応じて算定した額

平等割 平等割 平等割 世帯ごとに定められた金額

納税通知書の送付
　国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国
保以外の医療保険に加入していても、世帯主の名前で通知書
が送付されます。なお、課税内容は、国保の加入者分だけで
算出されています。
国民健康保険税の納期

　普通徴収による納期は８回です。毎年７・８・９・10・
11・12・１・３月末納付となります。納付方法は33ページ
をご覧ください。
国民健康保険税の年金からの特別徴収（天引き）

　国民健康保険に加入する65歳から74歳の世帯主の方で、

次のすべてに該当する世帯主の方が対象となります。
（イ）�１年間の年金が18万円以上の方
（ロ）��介護保険料と合わせた国民健康保険税額の合計が年金

額の２分の１を超えない方
（ハ）��世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74

歳で構成されている方
※お申出により口座振替で納めていただくことができます。
国民健康保険税の減免など

　災害や失業などにより国民健康保険税の支払いが困難な方
などに対し、国民健康保険税を減免する措置があります。
くわしくは税務課へご相談ください。

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、65歳以上75歳
未満の一定の障がいがある方を対象とした医療保険です。運
営は、山梨県内すべての市町村が加入する「山梨県後期高齢
者医療広域連合」（以下「広域連合」という）が主体（保険
者）となり行います。町は主に窓口業務および保険料の徴収

を行います。
　広域連合に障がいの認定を受けた方以外の方は、75歳の
誕生日当日から加入となります（加入の手続きは不要）。75
歳になる月の前月に保険証が郵送されます。

後期高齢者医療制度 問合せ先：住民課　☎72-1114

Fujikawaguchiko town
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種類 こんなとき 必要なこと・もの どんな給付か

療養の給付 病気、けが、歯の治療を
受けたとき 医療機関窓口への保険証の提示

医療費の７割（義務教育就学前８割、
高齢者の一般低所得は８割）を国保で
負担します

療養費

緊急、やむを得ない理由で保険証
を提示できなかったとき

保険証、診療報酬明細書（レセプト）、印鑑、
支払った費用の領収書、マイナンバーのわか
るもの、世帯主の口座がわかるもの

必要書類を添えて申請してください。
審査をして、保険診療分の７割、８割
について払い戻しをします

コルセットなどの治療用
装具代を支払ったとき

医師の診断書（同意書、意見書など）、装具
に要した費用の領収書および明細書、保険
証、マイナンバーのわかるもの、世帯主の口
座がわかるもの

負担割合に応じて支給されます輸血の生血代を支払ったとき 医師の診断書、領収書、保険証、マイナン
バーのわかるもの

海外渡航中に急病のため、やむを
得ず医師にかかったとき

印鑑、保険証、診療の内容の明細書と領収証
明書（日本語の翻訳文が必要）、パスポート、
世帯主の口座がわかるもの、渡航がわかるも
の、マイナンバーのわかるもの

出産育児一時金 出産したとき
保険証、医療機関等が発行する領収書および
分娩費用明細書、医療機関直接支払い制度合
意文書、振込先の口座がわかるもの、マイナ
ンバーのわかるもの

48万８千円（産科医療補償制度加入分
娩機関で出産した場合は50万円）が支
給されます

※�届出の際、本人であることを確認できる書類（マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの身分証明書）、マ
イナンバーのわかるものをお持ちください。

※１　町ホームページから様式をダウンロードできます。

給付の種類

　職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療を受けている人を除くすべての人（自営業、農
林業、パートやアルバイトの人など）は、国民健康保険（国保）に加入しなければなりません。
　加入や脱退などの手続きは、必ず14日以内にしてください。

国民健康保険 問合せ先：資格・給付に関すること　　住民課　☎72-1114 
保険税に関すること　　　　税務課　☎72-1113

こんなとき 届出に必要なもの

加入

他の市区町村から転入したとき 転入届と一緒に手続きできます。
勤務先の健康保険をやめたとき
被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険をやめた証明書（※１�資格喪失証明書または離職証明書）

子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国から転入するとき 在留カード、パスポート（転入届と一緒に手続きできます）

脱退

他の市区町村に転出するとき 保険証（転出届と一緒に手続きできます）
勤務先の健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき 国保の保険証、勤務先の健康保険等の保険証（加入したことを証明するもの）

死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国へ転出するとき 保険証、在留カード（転出届と一緒に手続きできます）

その他

世帯主、氏名等が変わったとき 保険証（世帯主等変更届と一緒に手続きできます）
町内で住所が変わったとき 保険証（転居届と一緒に手続きできます）
世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき 保険証
就学のため、子が他の市町村に住むとき 保険証、在学証明書
保険証を紛失したとき、破損したとき 保険証（破損のとき）

国保・後期・年金国保・後期・年金
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

富士河口湖町　くらしのガイド　2025 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

062
106

東京土建一般労働組合山梨事務所 御中 初校原稿
富士河口湖町　くらしのガイド　2025

2024年9月11日
8FJ356H0A



健康なんでも相談24
　からだと心のさまざまな相談に、医師、保健師、助産師、看護師が、24時間体制でお答えします。
☎0120-807-024
相談料・通話料無料、24時間対応、年中無休
国民健康保険税

　国保税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護分をそれぞれ算定し、合計した額が年税額となります。

●74歳までの方（40歳以上65歳未満の方を除く）の年税額＝医療分＋支援分
●40歳以上65歳未満の方の年税額＝医療分+支援分＋介護分

種類 こんなとき 必要なこと・もの どんな給付か

葬祭費 死亡したとき
保険証、葬儀の喪主の方がわかる書類（会葬
礼状・葬儀場への支払の領収書等）、喪主の
口座がわかるもの

葬祭を行った方（１名）に対して３万
円が支給されます

高額療養費 同一病院の１か月の医療費が一定
額を超えたとき

病院等の領収書、世帯主の口座がわかるも
の、マイナンバーのわかるもの

所得に応じた自己負担限度額を超えた
額が高額療養費として支給されます

高額介護
合算療養費

介護保険受給者がいる世帯で、医
療費と介護サービス費の自己負担
合計額が一定額を超えたとき

世帯主の口座のわかるもの、マイナンバーの
わかるもの

一定額を超えた額が高額介護合算療養
費として支給されます

限度額適用認定証 入院するときや、高額な外来診療
を受けるとき 保険証、マイナンバーのわかるもの 所得区分に応じて、窓口での支払いが

限度額で止まります（保険適用分のみ）
特定疾病療養
受療証 認定疾病にかかる診療 医師の診断書、保険証、マイナンバーのわか

るもの
自己負担額は、所得に応じて１か月
１万円または２万円となります

医療分 支援分 介護分 年税額

所得割 所得割 所得割 前年中（１月１日～12月31日）の所得に応じて算定した額

均等割 均等割 均等割 加入者の人数に応じて算定した額

平等割 平等割 平等割 世帯ごとに定められた金額

納税通知書の送付
　国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が国
保以外の医療保険に加入していても、世帯主の名前で通知書
が送付されます。なお、課税内容は、国保の加入者分だけで
算出されています。
国民健康保険税の納期

　普通徴収による納期は８回です。毎年７・８・９・10・
11・12・１・３月末納付となります。納付方法は33ページ
をご覧ください。
国民健康保険税の年金からの特別徴収（天引き）

　国民健康保険に加入する65歳から74歳の世帯主の方で、

次のすべてに該当する世帯主の方が対象となります。
（イ）�１年間の年金が18万円以上の方
（ロ）��介護保険料と合わせた国民健康保険税額の合計が年金

額の２分の１を超えない方
（ハ）��世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74

歳で構成されている方
※お申出により口座振替で納めていただくことができます。
国民健康保険税の減免など

　災害や失業などにより国民健康保険税の支払いが困難な方
などに対し、国民健康保険税を減免する措置があります。
くわしくは税務課へご相談ください。

　後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、65歳以上75歳
未満の一定の障がいがある方を対象とした医療保険です。運
営は、山梨県内すべての市町村が加入する「山梨県後期高齢
者医療広域連合」（以下「広域連合」という）が主体（保険
者）となり行います。町は主に窓口業務および保険料の徴収

を行います。
　広域連合に障がいの認定を受けた方以外の方は、75歳の
誕生日当日から加入となります（加入の手続きは不要）。75
歳になる月の前月に保険証が郵送されます。

後期高齢者医療制度 問合せ先：住民課　☎72-1114

Fujikawaguchiko town
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種類 こんなとき 必要なこと・もの どんな給付か

療養の給付 病気、けが、歯の治療を
受けたとき 医療機関窓口への保険証の提示

医療費の７割（義務教育就学前８割、
高齢者の一般低所得は８割）を国保で
負担します

療養費

緊急、やむを得ない理由で保険証
を提示できなかったとき

保険証、診療報酬明細書（レセプト）、印鑑、
支払った費用の領収書、マイナンバーのわか
るもの、世帯主の口座がわかるもの

必要書類を添えて申請してください。
審査をして、保険診療分の７割、８割
について払い戻しをします

コルセットなどの治療用
装具代を支払ったとき

医師の診断書（同意書、意見書など）、装具
に要した費用の領収書および明細書、保険
証、マイナンバーのわかるもの、世帯主の口
座がわかるもの

負担割合に応じて支給されます輸血の生血代を支払ったとき 医師の診断書、領収書、保険証、マイナン
バーのわかるもの

海外渡航中に急病のため、やむを
得ず医師にかかったとき

印鑑、保険証、診療の内容の明細書と領収証
明書（日本語の翻訳文が必要）、パスポート、
世帯主の口座がわかるもの、渡航がわかるも
の、マイナンバーのわかるもの

出産育児一時金 出産したとき
保険証、医療機関等が発行する領収書および
分娩費用明細書、医療機関直接支払い制度合
意文書、振込先の口座がわかるもの、マイナ
ンバーのわかるもの

48万８千円（産科医療補償制度加入分
娩機関で出産した場合は50万円）が支
給されます

※�届出の際、本人であることを確認できる書類（マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写真付きの身分証明書）、マ
イナンバーのわかるものをお持ちください。

※１　町ホームページから様式をダウンロードできます。

給付の種類

　職場の健康保険に加入している人、生活保護を受けている人、後期高齢者医療を受けている人を除くすべての人（自営業、農
林業、パートやアルバイトの人など）は、国民健康保険（国保）に加入しなければなりません。
　加入や脱退などの手続きは、必ず14日以内にしてください。

国民健康保険 問合せ先：資格・給付に関すること　　住民課　☎72-1114 
保険税に関すること　　　　税務課　☎72-1113

こんなとき 届出に必要なもの

加入

他の市区町村から転入したとき 転入届と一緒に手続きできます。
勤務先の健康保険をやめたとき
被扶養者からはずれたとき 職場の健康保険をやめた証明書（※１�資格喪失証明書または離職証明書）

子どもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国から転入するとき 在留カード、パスポート（転入届と一緒に手続きできます）

脱退

他の市区町村に転出するとき 保険証（転出届と一緒に手続きできます）
勤務先の健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき 国保の保険証、勤務先の健康保険等の保険証（加入したことを証明するもの）

死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国へ転出するとき 保険証、在留カード（転出届と一緒に手続きできます）

その他

世帯主、氏名等が変わったとき 保険証（世帯主等変更届と一緒に手続きできます）
町内で住所が変わったとき 保険証（転居届と一緒に手続きできます）
世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき 保険証
就学のため、子が他の市町村に住むとき 保険証、在学証明書
保険証を紛失したとき、破損したとき 保険証（破損のとき）
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【原稿確認のお願い】　　　下記にご記入のうえ、ご返送お願い致します

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

富士河口湖町　くらしのガイド　2025 055－252－9512

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

印 印
顧客名称 ：

062
106

東京土建一般労働組合山梨事務所 御中 初校原稿
富士河口湖町　くらしのガイド　2025

2024年9月11日
8FJ356H0A



年金の加入者
　日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民
年金に加入しなければなりません。国民年金に加入する方は、
次のとおりです。
◉第１号被保険者
　　農業や自営業、自由業などの給与所得者でない方、サラ
リーマンであっても厚生年金などに加入していない方およ
び学生
◉第２号被保険者
　　会社や役所、学校などに勤めている方は、厚生年金や共
済組合に加入します（同時に国民年金にも加入することに
なります）
◉第３号被保険者
　　厚生年金や共済組合などに加入している方（第２号被保
険者）に扶養されている配偶者（健康保険等の被扶養者）
年金保険料

　第１号被保険者が納める保険料の額は、月額16,980円
（令和６年度）です。より高い年金を受けたい方は付加保険
料（月額400円）を納める制度もあります。
保険料の免除制度

　国民年金には次のような免除、特例の制度があります。
◉法定免除
　　生活保護や障害年金（１級、２級）を受けている方は、
届出により免除されます。
◉申請免除
　　申請者本人・申請者の配偶者・世帯主のそれぞれの所得
が定められた基準以下の方は、申請して承認された場合に
免除されます。所得に応じて「全額免除」、「一部免除」が
あります。
　※免除期間は、将来年金を受けるときには、受給資格期間

として計算されますが、年金額は一般納付とは異なる額
で計算されます。

　※その他にも免除が受けられる場合がありますのでご相談
ください。

◉退職（失業）による特例免除
　　通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査
を行い、承認された場合に特例免除されます。
◉学生の保険料納付特例
　　学生で、本人の前年所得が128万円以下の方は、申請に
より、保険料の納付が猶予されます。

　※納付特例期間は、将来年金を受けるときには、受給資格
期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例期間の各月から10年間は、保険料を追納
することができます。追納した分は、老齢基礎年金の額
の計算に反映されます。

◉若年者納付猶予制度
　　50歳未満で申請者本人と申請者の配偶者の前年所得が
定められた基準以下の方は、申請により、保険料の納付が
猶予されます。
年金の給付の種類

　国民年金の給付の種類は、次のとおりです。受給資格のあ
る方は、住民課で手続きをしてください。支給される年金は、
年６回偶数月に希望する各金融機関で受け取ることができます。

主な届出
　次のようなときは届出が必要です。
・・会社員や共済組合員でなくなったとき
・・サラリーマンの配偶者の扶養でなくなったとき
・・年金を受給している方が死亡したとき
・・年金を受給している方の年金受取機関を変更するとき
・・国民年金を請求するとき
老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給

　老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できますが、
希望すれば60歳から繰り上げて受給できます。この場合、
請求時に応じて年金額が減額され、その減額された年金額を
一生受給することになります。
　また、支給を繰り下げることもできます。この場合は、年
金額が本来の年金額が増額されます。

種　類 受給要件
老齢基礎年金 受給資格を満たした方が65歳になったとき

遺族基礎年金
一定の保険料納付要件を満たしている方が死亡し
たとき、その方によって生計を維持されていた遺
族に支給されます。（18歳未満の子がいる場合）

寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格を持った夫が年金を受
けずに死亡した場合、その夫と10年以上連れそっ
た妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金 ３年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死
亡したとき（１回限り）

障害基礎年金 不慮の事故や病気で障がい者になったとき

お問合せは
日本年金機構大月年金事務所☎0554-22-3811
または住民課まで

国民年金 問合せ先：住民課　☎72-1114
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種類 こんなとき 必要なこと・もの どんな給付が

療養の給付 病気、けが、歯の治療を
受けたとき 医療機関窓口への保険証の提示 医療費の９割（一定以上の所得がある方は８

割または７割）を保険で負担します

療養費 コルセットなどの治療用
装具代を支払ったとき

医師の診断書（同意書、意見書など）、
装具に要した費用の領収書および明細書、
保険証、本人の預金通帳の口座がわかる
もの、マイナンバーのわかるもの

負担割合に応じて支給されます

高額療養費 同一病院の１か月の医療費が
一定額を超えたとき

本人の預金通帳の口座がわかるもの、マ
イナンバーのわかるもの

一定額を超えた額が高額療養費として支給さ
れます

高額介護合算療養費
介護保険受給者がいる世帯で、
医療費と介護サービス費の自
己負担合計額が一定額を超え
たとき

本人の預金通帳の口座がわかるもの、マ
イナンバーのわかるもの

一定額を超えた額が高額介護合算療養費とし
て支給されます

限度額適用認定証 入院したときや高額な外来診
療を受けるとき 保険証、マイナンバーのわかるもの 所得区分に応じて、窓口での支払いが限度額

で止まります。（保険適用分のみ）

特定疾病療養受療証 認定疾病にかかる診療 医師の診断書、保険証、マイナンバーの
わかるもの 自己負担額は１か月１万円までです

葬祭費 死亡したとき
印鑑、葬儀の喪主の方がわかる書類（会
葬礼状、葬儀場への支払いの領収書等）、
喪主の口座がわかるもの

葬儀を行った方（１名）に対して５万円が支
給されます。

※�届出の際、本人確認をしますので、本人であることを確認できる書類（マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写
真付きの身分証明書）をお持ちください。

保険証を紛失したとき、破損したときは
　身分を証明できるもの、マイナンバーのわかるものと、破損した場合は保険証を窓口にお持ちになり再交付を申請してください。
給付の種類

後期高齢者医療保険料
　保険料は、おおむね２年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納
めます。
　保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額（応益分）」と所得に応じて決まる「所得割額（応能分）」の合計となります。

　どんなに所得の高い方でも年80万円が上限になります。（賦課限度額80万円）　
　保険料は２年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります。（上記の計算は令和６年度です。令和６年度に限り、激変
緩和措置があります）
◉保険料の軽減
　・・所得の低い方の軽減措置
　　　世帯主と被保険者の総所得金額等の判定により、均等割額が２割から最大７割軽減されます。
　・・職場の健康保険などの被保険者だった方の軽減措置
　　　����資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方は、均等割額が５割軽減され、所得割額は課されません。
◉保険料のお支払い方法
　保険料の支払い方法は、「年金からの天引き（特別徴収）」と「口座振替・納付書による支払い（普通徴収）」の２通りの方法
があります。
原則として年金からの天引き（特別徴収）ですが、一部の方（年金の受給額が規定額以下の方、加入初年度等）は口座振替ま
たは納付書による支払いとなります。「年金の天引き」から口座振替への切り替えを希望される方は、住民課へ届出をしてくだ
さい。

被保険者の保険料
（10円未満切捨て） = 均等割額

50,770 円 + 所得割額
（所得ー 43万円）× 11.11%

国保・後期・年金国保・後期・年金
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年金の加入者
　日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、必ず国民
年金に加入しなければなりません。国民年金に加入する方は、
次のとおりです。
◉第１号被保険者
　　農業や自営業、自由業などの給与所得者でない方、サラ
リーマンであっても厚生年金などに加入していない方およ
び学生
◉第２号被保険者
　　会社や役所、学校などに勤めている方は、厚生年金や共
済組合に加入します（同時に国民年金にも加入することに
なります）
◉第３号被保険者
　　厚生年金や共済組合などに加入している方（第２号被保
険者）に扶養されている配偶者（健康保険等の被扶養者）
年金保険料

　第１号被保険者が納める保険料の額は、月額16,980円
（令和６年度）です。より高い年金を受けたい方は付加保険
料（月額400円）を納める制度もあります。
保険料の免除制度

　国民年金には次のような免除、特例の制度があります。
◉法定免除
　　生活保護や障害年金（１級、２級）を受けている方は、
届出により免除されます。
◉申請免除
　　申請者本人・申請者の配偶者・世帯主のそれぞれの所得
が定められた基準以下の方は、申請して承認された場合に
免除されます。所得に応じて「全額免除」、「一部免除」が
あります。
　※免除期間は、将来年金を受けるときには、受給資格期間

として計算されますが、年金額は一般納付とは異なる額
で計算されます。

　※その他にも免除が受けられる場合がありますのでご相談
ください。

◉退職（失業）による特例免除
　　通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査
を行い、承認された場合に特例免除されます。
◉学生の保険料納付特例
　　学生で、本人の前年所得が128万円以下の方は、申請に
より、保険料の納付が猶予されます。

　※納付特例期間は、将来年金を受けるときには、受給資格
期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例期間の各月から10年間は、保険料を追納
することができます。追納した分は、老齢基礎年金の額
の計算に反映されます。

◉若年者納付猶予制度
　　50歳未満で申請者本人と申請者の配偶者の前年所得が
定められた基準以下の方は、申請により、保険料の納付が
猶予されます。
年金の給付の種類

　国民年金の給付の種類は、次のとおりです。受給資格のあ
る方は、住民課で手続きをしてください。支給される年金は、
年６回偶数月に希望する各金融機関で受け取ることができます。

主な届出
　次のようなときは届出が必要です。
・・会社員や共済組合員でなくなったとき
・・サラリーマンの配偶者の扶養でなくなったとき
・・年金を受給している方が死亡したとき
・・年金を受給している方の年金受取機関を変更するとき
・・国民年金を請求するとき
老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給

　老齢基礎年金は、原則として65歳から受給できますが、
希望すれば60歳から繰り上げて受給できます。この場合、
請求時に応じて年金額が減額され、その減額された年金額を
一生受給することになります。
　また、支給を繰り下げることもできます。この場合は、年
金額が本来の年金額が増額されます。

種　類 受給要件
老齢基礎年金 受給資格を満たした方が65歳になったとき

遺族基礎年金
一定の保険料納付要件を満たしている方が死亡し
たとき、その方によって生計を維持されていた遺
族に支給されます。（18歳未満の子がいる場合）

寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格を持った夫が年金を受
けずに死亡した場合、その夫と10年以上連れそっ
た妻に、60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金 ３年以上保険料を納めた方が、年金を受けずに死
亡したとき（１回限り）

障害基礎年金 不慮の事故や病気で障がい者になったとき

お問合せは
日本年金機構大月年金事務所☎0554-22-3811
または住民課まで

国民年金 問合せ先：住民課　☎72-1114
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種類 こんなとき 必要なこと・もの どんな給付が

療養の給付 病気、けが、歯の治療を
受けたとき 医療機関窓口への保険証の提示 医療費の９割（一定以上の所得がある方は８

割または７割）を保険で負担します

療養費 コルセットなどの治療用
装具代を支払ったとき

医師の診断書（同意書、意見書など）、
装具に要した費用の領収書および明細書、
保険証、本人の預金通帳の口座がわかる
もの、マイナンバーのわかるもの

負担割合に応じて支給されます

高額療養費 同一病院の１か月の医療費が
一定額を超えたとき

本人の預金通帳の口座がわかるもの、マ
イナンバーのわかるもの

一定額を超えた額が高額療養費として支給さ
れます

高額介護合算療養費
介護保険受給者がいる世帯で、
医療費と介護サービス費の自
己負担合計額が一定額を超え
たとき

本人の預金通帳の口座がわかるもの、マ
イナンバーのわかるもの

一定額を超えた額が高額介護合算療養費とし
て支給されます

限度額適用認定証 入院したときや高額な外来診
療を受けるとき 保険証、マイナンバーのわかるもの 所得区分に応じて、窓口での支払いが限度額

で止まります。（保険適用分のみ）

特定疾病療養受療証 認定疾病にかかる診療 医師の診断書、保険証、マイナンバーの
わかるもの 自己負担額は１か月１万円までです

葬祭費 死亡したとき
印鑑、葬儀の喪主の方がわかる書類（会
葬礼状、葬儀場への支払いの領収書等）、
喪主の口座がわかるもの

葬儀を行った方（１名）に対して５万円が支
給されます。

※�届出の際、本人確認をしますので、本人であることを確認できる書類（マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した写
真付きの身分証明書）をお持ちください。

保険証を紛失したとき、破損したときは
　身分を証明できるもの、マイナンバーのわかるものと、破損した場合は保険証を窓口にお持ちになり再交付を申請してください。
給付の種類

後期高齢者医療保険料
　保険料は、おおむね２年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、被保険者全員が個人単位で納
めます。
　保険料は被保険者が等しく負担する「均等割額（応益分）」と所得に応じて決まる「所得割額（応能分）」の合計となります。

　どんなに所得の高い方でも年80万円が上限になります。（賦課限度額80万円）　
　保険料は２年ごとに見直され、県内は統一の保険料率となります。（上記の計算は令和６年度です。令和６年度に限り、激変
緩和措置があります）
◉保険料の軽減
　・・所得の低い方の軽減措置
　　　世帯主と被保険者の総所得金額等の判定により、均等割額が２割から最大７割軽減されます。
　・・職場の健康保険などの被保険者だった方の軽減措置
　　　����資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方は、均等割額が５割軽減され、所得割額は課されません。
◉保険料のお支払い方法
　保険料の支払い方法は、「年金からの天引き（特別徴収）」と「口座振替・納付書による支払い（普通徴収）」の２通りの方法
があります。
原則として年金からの天引き（特別徴収）ですが、一部の方（年金の受給額が規定額以下の方、加入初年度等）は口座振替ま
たは納付書による支払いとなります。「年金の天引き」から口座振替への切り替えを希望される方は、住民課へ届出をしてくだ
さい。

被保険者の保険料
（10円未満切捨て） = 均等割額

50,770 円 + 所得割額
（所得ー 43万円）× 11.11%

国保・後期・年金国保・後期・年金

36

国
保
・
後
期
・
年
金

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
077076
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